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研究所プロジェクト報告

幼児期からの就学移行相談・支援体制に関する研究
―就学・発達相談担当者への聞き取り調査結果のまとめ（中間報告）―

瀬野　由衣・三山　　岳・山本　理絵
研究協力：畑中　悦子・薬丸　貴之

研究の目的

　2013年の学校教育法施行令の一部改正により、
個々の児童生徒等について、市町村の教育委員会
が、障害の状態等をふまえた総合的な観点から就
学先を決定する仕組みとなった。各市町村は、子
どもやその保護者に対し、早期からの情報提供や
相談会の実施等に取り組み、柔軟できめ細やかな
対応ができる一貫した教育相談・支援体制を構築
することが求められている。その直後に出された
文部科学省「障害のある児童生徒等に対する早期
からの一貫した支援について（通知）」では、就
学先の決定にあたっての障害のある児童生徒等及
びその保護者の意向の尊重、市町村教育委員会に
設置されている「就学指導委員会」の機能の拡充
に伴う名称変更（仮称：「教育支援委員会」）等の
留意事項を通知している。また、2016年 4月には、
障害者差別解消法が施行され、障害児・者に対す
る「合理的配慮」も喫緊の課題となっている。
　このような中で、幼児期からの就学先の決定に
関わる相談・支援機関と関係諸機関の連携には、
様々な課題が存在していると考えられる。本研究
所ではプロジェクト研究として 2016年度より、
愛知県総合教育センター相談部特別支援教育研究
室との共同研究「幼児期からの就学移行相談・支
援体制に関する研究」に取り組むことになった。
本研究では、発達に特別な支援を要する子どもの
就学相談の現状と課題を明らかにし、課題の解決
の方向性を探ることを目的とする。まず、2016
年度には、地域の中で就学相談や発達相談を担っ

ている幾つかの機関の担当者に聞き取り調査を
行った。本稿では、その調査結果を報告する。

方法

　2016年8月～12月に、愛知県総合教育センター、
A市教育委員会、B特別支援学校、高浜市こども
発達センターの相談担当者に、聞き取り調査を
行った。所要時間は 1時間程度であった。主な質
問内容は、1）現在の相談状況と相談、支援シス
テムの概況、2）就学相談の主な内容と相談の中
で苦慮する事柄、3）保護者と小学校との連携が
「うまくいかない」状況と「うまくいく」状況の
特徴、4）相談の中での配慮事項及び保護者や本
人に伝えている内容、5）合理的配慮を巡る小学
校側と保護者側の意識、6）就学相談や就学移行
相談に関わる課題、である。以下では、聞き取り
調査から得られた結果をまとめる。

調査結果

【愛知県総合教育センター】
　愛知県総合教育センターの教育相談事業の一つ
に特別支援教育相談がある。今回は、特別支援教
育相談における就学相談に携わる 4名の担当者に
聞き取り調査を実施した。その結果、子どもと保
護者が居住する自治体に属さない、中立的な立ち
位置にいる総合教育センターは、自治体単位の就
学相談とは異なる役割を果たしている可能性がみ
えてきた。 
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1．現在の相談状況と支援システムの概況

〈相談体制及び相談状況〉
　主に室長と研究指導主事の 6名が相談に当たっ
ている。就学相談の件数は、夏休み前の 6月と夏
休み明けの 9月、 10月に多くなる傾向がある（前
年度では、年間 146件、ケース数は 59であった）。
7月、8月に各自治体で早期教育相談が実施され
るため、その前後に件数が多くなっている可能性
が考えられる。また、12月にも相談件数が増え
る傾向があるが、これは 11月に多くの自治体で
就学前健診が実施され、その後のより具体的な相
談の場となっている。

〈相談者の特徴と相談経路、相談の流れ〉
　来所する保護者の多くは、子どもの教育、就学
や将来に関する問題意識が高く、熱心である。子
どもの大多数は知的障害を伴わない、特に診断名
はついていないが、「気になる子」として位置づ
けられる子どもが多い。相談経路としては、病院
や療育施設からの紹介、知人、友人からの紹介が
多く挙げられている。尾張地区からの相談が最
も多いが、三河地区や知多地区からの相談も受け
ている。相談当日は、基本的には母子で来所し、
20～30分のインテークを経て、子どもと分離し、
保護者と面談をする。その間、子どもは別の職員
と遊びなどをとおして行動観察を行う。

〈サポートブックの活用〉
　相談に来る時点では、サポートブックを持参し
てくる人は殆どいない。サポートブックを作る前
段階での相談となる。

2．就学相談の主な内容と相談の中で困る事
柄

　保護者の中には、各自治体でも相談をしてお
り、別のバリエーションの一つとして総合教育セ
ンターに相談にくるケースもある。主な相談内容
は、下記の通りである。

① 　通常学級と特別支援学級の選択に関する相談
② 　就学に向けて、物事を進めていくスケジュール
③ 　保護者の心配に基づく相談（1回のみ実施し
て継続相談に至らないケースもある）
④ 　家庭療育（日常生活における困りごと）に関
する相談を兼ねた就学相談
　なお、ここは愛知県立の教育センターであるた
め、各自治体での実際の取り組みや支援体制に詳
細の部分までを把握しきれていない現状があり、
支援に関する助言が必ずしも自治体や学校で実行
可能でない場合もあるのではないかと考えられ
る。また、保護者から、学校側に指導するように
求められるケースも数少ないがある。本センター
は相談機関であり、学校に指導をする立場ではな
いため、保護者のそのような求めに応じることが
難しい場合もある。

3．連携が「うまくいかない」状況、「連携が
うまくいく」状況についての考え

　連携がうまくいかない背後には、保護者の思い
や願いが学校側と共有できないことがあるのでは
ないだろうか。例えば、「個別の支援があると聞
いて特別支援学級を選択したが、他に手がかかる
子どもがいて、自分の子どもが配慮してもらえて
いない」、「こうしてほしいという願いを学校側に
投げかけたが、応答がなく、受けとめてもらって
いる安心感がない」といった保護者の声が挙げら
れる。実際、「連携がうまくいった」という手応
えを感じるケースよりも難しいと感じるケースの
方が多いのが現状である。それでも、現場の先生
が四苦八苦しながら子どものために取り組んでい
たり、子どものことを考える姿勢を見せたりする
ことが、保護者の安心感となり、連携につながる
ように思われる。
　なお、本センターでの継続相談は、「子どもが
学校でうまくいっていないから」という理由では
なく、継続相談の中で、「子どもの成長を一緒に
見てほしい」という親の願いに基づくものが多い
ことが特徴である。
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4．相談の中での配慮事項及び保護者や本人
に伝えている内容

　本センターは、市町村の教育委員会や学校と直
接やりとりしない立場にあるため、保護者に助言
がしやすい場合がある。保護者の立場からも、気
楽に相談できる場になっているのではないだろう
か。こうした立ち位置にある本センターでは、以
下のことを大切にし、全体で共有している。
① 　保護者に寄り添うこと
　 　保護者がこれまでの子育てを後悔したり、反
省したりすることがあっても、「そういうこと
は誰しもあるよ」「親子だから仕方ないよ」 な
どと声をかけ、保護者のこれまでの子育てを労
い、保護者に寄り添うことを大事にしている。
② 　保護者への子育ての助言とエンパワーメント
　 　子どものいい面も悪い面もみてもらって、子
育てに自信をもってもらえるよう、さりげなく、
「こういう風にするとよりいいかなぁ」という
話はするが、指導的にならないように留意して
いる。また、保護者は子どもとの距離が近すぎ
て見えていないことがあるので、話をする中で、
「この子、こういうことで困っていたんだ」や「こ
の子にこんないいところがあったんだ」と保護
者の意識が少し変わることがある。これまでの
子どもの成長過程で、母親がしてきたことで良
かったことを伝えている。
③ 　学校側と保護者をつなぐ役割
　 　学校側に「こんな風にそのことは伝えるとい
いよ」と助言したり、親が学校側に感謝してい
るのであれば、「その感謝の気持ちを伝えると
いいよ」と助言し、学校とよりよい関係を構築
できるような助言を行っている。また、学校側
への要請、思いが強い保護者には、家庭と同様
に、学校にもできることとできないことがある
こと、だからこそ、学校と家庭で（お互いに見
えない場面での）情報のやりとりをすることが
重要であることを伝えている。学校側が対応し
てくれないとあきらめる前に、保護者から実際
に動いて、「学校でできそうなことのイメージ」
を尋ねてみるなど、学校と一緒にできることを

探っていくための具体的な方法についても助言
している。
④ 　就学に関する助言
　 　通常の学級と特別支援学級の選択で迷ってい
る保護者には、実際に両方の様子を見て体験し、
体感してもらうことを大事にしている。既に体
験した保護者には、感想や印象を聞きながら、
必要に応じて選択肢を拡げる働きかけをするこ
ともある。
　 　保護者の中には、「通常の学級にいけますよ
ね」などと自分の選択が正しいのかを確認を
したい気持ちが強い方がいる。どちらの方が
良いというような断定的な意見を伝えるのでは
なく、子どもがそれぞれの学びの場でどのよう
なサポートが受けられるのかを実際に学校で見
て、できれば体感してもらい、学校と相談して
保護者が納得して決めることが大切であると伝
えている。また、療育施設や幼稚園等から、就
学の問題で困っているのであれば「発達検査を
してはどうか」と勧められて相談に来るケース
もある。こうした場合は、検査結果の数値で就
学先を決定できるものではないことを伝えてい
る。

5．合理的配慮を巡る小学校側と保護者側の
意識

　センターに来る保護者は非常に勉強熱心であ
り、「合理的配慮」に対する意識は高い。ただ、
合理的配慮の認識に少し誤りがある場合もある。
合理的配慮には、「合意形成」が必要であり、学
校と一緒にできることを考えて合意形成していく
ことであると伝えている。学校側も、障害者差別
解消法が施行される以前から、教職員に周知し、
理解を促す取り組みは行っているが、具体的にど
のようにすればよいのかは、まだ、十分に見えて
いないような部分もあるのではないかと思われ
る。本センターでも、小・中学校や市町村の研修
会、高校の特別支援コーディネーターの研修会等
で、合理的配慮に関する研修等を要望されること
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がある。

6．県全体をみたときに、就学相談や就学移
行支援に関わる課題

① 　家庭支援の問題（本センターでは直接的に取
り組むことができないが、SSWの介入が必要
な家庭支援の問題をどうしていくべきか、とい
う点も重要ではないか）
② 　保護者側が学校側の状況を知っていくこと
③ 　公立以外の保育所、幼稚園に通う子どもの実
態把握（行政が関わりにくい民間の株式会社の
運営による保育や療育、デイサービスとの連携）
④ 　幼小の接続の問題（保育カウンセラーがス
クールカウンセラーに移行していくシステムの
構築）
　 　本センターは、その中立的な立ち位置ゆえに、
保護者の願いに寄り添いつつ、学校側の困って
いることや現状を保護者に伝えやすい面がある
ように思われる。保護者側も本センターからの
助言は、感情的にならずに受け入れやすく、安
心して相談できる場所の一つになっていること
が窺われた。

【A市教育委員会】
　A市では、就学相談の窓口になっている学校教
育課の担当者 1名から聞き取りを行った。

1．現在の相談状況と支援システムの概況

〈相談体制及び相談状況〉
　A市では、就学に関する相談は教育委員会の就
学相談担当者が窓口となって実施している。ま
た、特別支援学校での早期教育相談室でも、障害
のある子どもや保護者に対して相談支援を行って
いる。

〈相談者の特徴と相談経路、相談の流れ〉
　A市では、特別な支援が必要か否かに関する最
初の相談は、「園生活」での気づきをもとに、園

を経由して相談がなされることが多い。その他は、
「保護者からの申し出・相談」「3歳児健診」「年
中児期の観察」のいずれかである。年長児の 5月
に市内全ての園を訪問し、支援が必要な園児を観
察したり、園の関係者に話を聞く。なお、障害が
重い子どもの場合は、5月の時点で保護者とコン
タクトをとり、特別支援学校を直接見てもらうよ
うに声をかけている。特別支援学級の必要性が見
込まれる児については、保護者の了解のもとで発
達検査（WISCもしくは田中ビネー知能検査）を
実施し、結果を 8～9月頃に保護者に伝え、就学
先の情報提供や相談活動を行っている。保護者が、
わからないことや不安に思うことを十分に相談で
きるように心がけており、必要に応じて学校見学、
体験を実施している。これらと並行して各園に、
対象児の個票と調書を作成してもらい、これを基
に A市教育支援委員会で就学先を 9月、11月に
審議する。判断に迷う児に関しては、専門家にも
意見を聞いたり、直接診てもらう機会がある。保
護者の意向を尊重して 12月頃に就学先の決定に
至る。

〈サポートブックの活用〉
　サポートブック（個別の教育支援計画ファイル）
は、保育園で必要な場合は、園で作成し、相談時
に持ってくる場合は数少ないがある。A市では、
主に小学校に入ってから作るケースが多い。現在、
内容を改訂し、使用しやすい様式に改変している
最中である。

2．就学相談の主な内容と相談の中で困る事
柄

　通常学級と特別支援学級の選択に関する相談が
主となる。その子にとってどちらがいいのかとい
う視点で、保護者の意向を尊重して決めている。
相談の中で困る事柄は、下記の通りである。
① 　保護者が子どもの障害や発達検査の結果が受
容できず、保護者の通常学級へのこだわりが強
い場合がある
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　 　保護者の中には、「集団の中に入れたい」と
いう思いが強い方がいる。こうした場合、そも
そも発達検査を実施しても結果を受容できない
ことがある。保護者の意向で最終的に通常学級
を選択するケースもあるが、通常学級に適応で
きず中学年頃から特別支援学級に移行すること
も多い。年に 1～2名は発達検査の実施を拒む
保護者もいる。
②　外国籍の子どもの知的発達の見立ての問題
　 　A市では、外国籍の子どもの割合が高く、そ
もそも母語が安定して身についていないことも
ある。こうした場合、発達検査（通訳をつけて
実施）の結果の解釈が難しい。知的な遅れの問
題があるのか、言語獲得の問題（環境要因や経
験の問題）なのか、判別が難しい。
③　外国籍の保護者との言葉のやりとりの問題
　 　通訳をつけて相談を実施している。以前はポ
ルトガル語を話す方が多く、ポルトガル語は常
勤の通訳、タガログ語は非常勤の通訳を配置し
ている。近年、保護者の第一言語が多様になっ
ており、通訳でカバーしにくい状況がある。
④　外国籍の子どもの保護者と家庭への支援
　 　子どもの発達検査の結果について説明をして
も、その結果の意味を理解してもらえず、「日
本語が分からないだけ」と答える保護者もいる。
保護者自身が働くことに一生懸命である場合
や、放任的な子育てをしている場合があり、家
庭支援の必要性があるケースもある。

3．連携が「うまくいかない」状況、「連携が
うまくいく」状況についての考え

　A市は、園と小学校との連携に関しては、まだ
まだ課題が多い。一番つながりやすいのは、公立
保育園と小学校だが、実際は、縦割り行政色が強
いため、子ども課（公立保育園）と学校教育課（小
学校）との連携に課題がある。

〈連携がうまくいかない：公立保育園側の声〉
　公立の保育園では、卒園後の引き継ぎのための

指導要録を作成している。しかし、実際には 5月
頃に開催される幼保小連絡会において、保育園が
作成した指導要録の内容をふまえた議論がなされ
ていない（園が作成した資料に十分に目が通され
ていない）という声があった。

〈連携がうまくいかない：小学校側の声〉
　そもそも担任が決まるのが 4月であるため、対
象児に関する指導要録を読む時間もないまま新年
度が慌ただしくスタートしてしまう実態がある。
4月時点の担任決定は、準備をするという点では
遅すぎるという声が上がっている。
　こうした現状をふまえ、今年度から、夏休みに
小学校教員による保育園訪問（保育園児と触れ合
うことで、幼児期の児童、園児の実態を知り、小
学校低学年での指導に生かすことが目的）を実施
し、「負担感のない連携」を意識した取り組みを
行い始めている。また、今年度から幼保小連絡会
の実施場所を公民館から小学校へ移し、小学校で
の児童の授業場面の様子を元担任にみてもらい、
現担任と情報交換を進めることを始めた。小さな
連携から、少しずつ実践していくことが大切であ
ると考えている。

〈連携がうまくいった場合〉
　小学校によっては、入学後の指導や対応の参考
にするために、年長時期の 11月に実施される就
学児健康診査と、1月、 2月に開催される入学説
明会の場で、対象児の様子を観察している小学校
もある。また、こうした小学校では、特別支援コー
ディネーターが入学前に園を訪問して対象児につ
いて聞くなど、細やかに情報を入手して動いてい
る。このように小学校が早くから具体的に動く場
合、連携がスムーズにいくように思われる。公立
保育園以外でも私立保育園、幼稚園等でも連携し
にくいことはない。ただし、私立では各園の特色
があるので、園によって温度差はある。
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4．相談の中での配慮事項及び保護者や本人
に伝えている内容

① 　どこを選ぶことがその子にとって一番充実感
につながるのか、義務教育終了後やその後の自
立に向けて、どこが一番本人の成長につながる
かを考えてもらうようにしている。
② 　特別支援学級のイメージが悪く、認識が間
違っている場合があるので、実際に正しい知識
や情報を得てもらうことを目的として、通常学
級と特別支援学級を両方見学することを勧めて
いる。
　 　なお、保護者には、必要に応じて通級の場が
あることも伝えている。就学相談の三分の一な
いし半数近くは父親が同伴している。入学後の
相談は、学校の校内支援委員会が中心となり、
その結果は教育支援委員会で話題となる。対応
に困っているケースは、学識経験者に相談する
こともある。

5．合理的配慮を巡る小学校側と保護者側の
意識

　保護者の中には保育園は手厚いイメージがあ
り、同じことを小学校に求める人もいる。保護者
側は「合理的配慮」という意識はないと思われる
が、学校側への要望（例；通常学級に入れたい、
加配をつけてほしい等）は強い。小学校側は「合
理的配慮」に関する研修は、夏期研修等で実施し
ている。現在、教員用の特別支援教育ガイドブッ
クを改訂しており、「合理的配慮」の説明を盛り
込んでいる。

6．就学相談や就学移行支援に関わる課題

① 　子どもの現在の発達状況を受容できない保護
者や相談に来ない保護者とその子どもへの支援
② 　外国籍の子どもの増加に伴う支援（特別支援
学級在籍児の半分以上が外国籍児という小学校
もある）
③ 　外国籍の子どもの保護者支援の問題

④ 　通常学級に在籍する発達障害の子どもたちの
増加と支援の問題
⑤ 　教員不足、教員の力量形成の問題
　 　小学校の現場としては、人員確保が一番の課
題である。研修等は、かなり保障されていると
思われるが、教員が多忙であり、なかなか学び
の場に参与できていない状況がある。自己研鑽
がなかなかできない状況が非常に残念である。
教員が学びやすい環境を作っていくことも必要
ではないか。

【B特別支援学校】
　B特別支援学校では就学相談の担当者 1名と、
地域支援の一環として行われている発達・教育相
談の担当者 1名から 2016年 8月に聞き取り調査
を行った。その結果、就学相談では特別支援を希
望する保護者の増加によって就学相談の内容や、
特別支援学校の在籍状況が変化してきているこ
と、地域支援としての発達・教育相談では未就学
から就学にかけて連続的に相談を行うケースが少
なくないこと、また、就学先の相談では対象とな
る学校の特別支援教育コーディネーターの質が相
談内容に影響を与えていることなどが分かった。

1．現在の相談状況と支援システムの概況

〈相談体制及び相談状況〉
　就学相談は基本的に、一学期に行われる学校見
学会に参加した保護者を対象に、個別の懇談を夏
休みに実施している。その後、入学を希望する保
護者には、二学期に子どもの体験入学を実施し、
最終的に入学を希望するかの聞き取りを行う。
　以前は入学を希望する保護者には随時、学校見
学と個別相談を行っていた。しかし、特別支援学
校の入学者が増加し続けており、見学と個別相談
の希望者も増え、担当者の負担が増大したことか
ら、8年ほど前から、学校見学会→個別懇談→体
験入学の流れに就学相談の内容を切り替えた。小
学部の場合、今年度は学校見学会に約 40名、個
別懇談に約 30名、体験入学に約 25名で推移して
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いる。
　地域支援の一環として行われている発達・教育
相談は、担当者が在籍する特別支援学校の就学相
談とは別個に 10年前に始められた。乳幼児から
高校生までの子どもをもつ保護者や、子どもの保
育・教育に関わっている教職員に相談を行ってい
る。
　発達・教育相談の担当者は、特別支援学校でも
授業の受け持ちをしているので、専任で相談を行
う体制ではない。しかしその状況にあっても近年
は 200件から 250件の間で相談実績が推移してお
り、同じ子どもを対象に複数回相談をすることも
あるが、全体的に相談件数は増えてきている。な
お、未就学児の相談は 1割程度である。

〈相談者の特徴と相談経路、相談の流れ〉
　就学相談の対象として来校する子どもは A判
定から C判定のほか、判定のついていない子ど
ももいる。未就学の子どもは年長児が多い。県の
教育事務所で行われている早期教育相談から、年
少や年中の相談依頼も来る場合がある（実数は多
くない）ので、年少と年中に限っては 10月に学
校見学会を行っている。
　相談経路は B特別支援学校の通学圏となる市
の教育委員会が行う就学相談の場において、保護
者に B特別支援学校の就学相談について話が伝
わる。ただし、体験入学そのものは県全体を対象
としており、各支援学校で受け付けを行っている。
B特別支援学校の就学相談については各教育委員
会にパンフレットを配布したり、市の広報に載せ
たりしている。最近は市の広報を見て、直接連絡
を取っている保護者も増えている。
　相談の流れとして、個別の懇談を行う場合、保
護者との相談を行う担当者（部主事）と、子ども
の様子を観察する担当者が 2人一組になって行
う。体験入学では保護者には説明会を行い、子ど
もと一緒に模擬授業を体験している。
　発達・教育相談は地域支援が目的なので、子ど
もの判定の有無は問わない。未就学児に関して言
えば、年中や年長に限らず、就学に関しての相談

が多い。小学校については学校の勉強についてい
けない、多動で困っているといった相談が多い。
また、保育所・幼稚園の教職員からは今後の保育・
教育方針についての相談が多い。
　相談経路は基本的に保護者からの相談の場合、
内容によってはその後、子どもの観察をするため
に園訪問や学校訪問を行い、教職員にも話をす
る。広報は年 1回、B特別支援学校の通学圏とな
る市町村の教育委員会と、保育や子育てを担当す
る課にチラシを持っていく。そこから窓口のカウ
ンターや、各学校・保育所等にチラシが置かれた
り、配布されたりしている。市の広報紙には年に
1回掲載しているだけだが、それでも母親同士の
口コミやネットワーク、保育所・幼稚園・学校な
どの紹介から、相談が広まっている状況である。

2．相談の中での難しさと連携について

※就学相談：保護者が特別支援学校の入学を目的
に、就学相談の前に地域支援の発達・教育相談を
受けようとすることがある。特別支援学校に定員
があるわけではないので、入学希望者は基本的に
受け入れるのだが、保護者の間には特別支援学校
は一杯なので入学できないという意識がある。そ
こで、年長での就学相談を待たずに、それ以前に
地域支援の発達・教育相談を受けることで、特別
支援学校に顔がつながるという意識で相談を申し
込む保護者がいるのも事実である。加えて、保護
者と関わっている医療関係者が、特別支援学校の
ことをよく知らないまま就学について保護者に話
をすることがある。保護者にとって、医療の意見
は非常に強いので、その兼ね合いでの相談は難し
い。
　また、特別支援学校に入学を希望する子どもの
うち、特に中度の障害のある子どもの割合が増え
てきていることが挙げられ、中度の障害をもつ子
どもの就学先について相談を進めることの難しさ
が挙げられた。その背景には、地域の特別支援学
級に発達障害児が多く在籍するようになり、中度
の障害のある子どもの保護者にとって、授業につ
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いていけない、レベルが高いと感じることが挙げ
られた。また、同時に、通級指導教室や情緒障害
児学級において、発達障害児を十分に受けとめき
れていないことも、就学先を考える際に難しさを
感じている。
※発達・教育相談：就学に関しての相談におい
て、特に発達障害児の場合、低学年で特別支援学
級に通い、環境に慣れたうえで、中学年から通常
学級という流れができるとよいと感じることが多
いが、現実には、低学年で通常学級に通い、中学
年になって学習的についていけなくなったので、
特別支援学級に移るというケースがほとんどであ
る。
　また、地域の小学校において子どもを支援する
特別支援学級の担任や、特別支援教育コーディ
ネーターが特別支援の観点に長けているかどうか
が、子どもの就学先を考える時や、教職員との相
談を進める時に大きな影響を与えている。このた
め、地域の学校に在籍する教員に特別支援学校に
来てもらい、実際に授業に入って特別支援教育の
知識が深まるような研修を行う地域支援も実施し
ている。ただ、現場の教員が出張するには、多忙
な校務や厳しい人員に都合をつけて、管理職の許
可を得る必要があり、十分にできないことが課題
である。
　保育所・幼稚園との連携では、特に公立は比較
的連携が取れていると思う。幼稚園はまだつなが
りが薄いものの、就学先が決まると、園で作成さ
れた個別の支援計画などが出てくることが多く、
少しずつ連携が取れてきているように思う。
※サポートブックの活用：一時期は多く活用され
て、保護者のほうから出されることも多かったが、
現在は出されることが少ない。また、最初から作
成していないと答える人も多い。配慮事項などま
とめたものがあると就学希望先と保護者が相談す
るうえで便利ではあるが、サポートブックは結構
分厚くて書く量も多いので、活用しにくいという
のがあるように感じられる。

3．相談の中での配慮事項及び保護者や本人
に伝えている内容

　就学相談では、小学校の条件整備などに不満や
不安があり相談に来る場合がある。保護者には、
子どもは変わるものであるし、地域の特別支援学
級でも一学期のはじめと終わりでは、子どもの様
子も全然違うので、特に障害が軽度の場合は、最
初から特別支援学校ではなく、まず地域の小学校
に通い、何か課題が出てきた時に、地域支援の発
達・教育相談を利用してほしいと伝えている。
　発達・教育相談では、就学の相談であっても、
原則、こちらから具体的な就学先に言及すること
は避け、就学先を決める際に必要な観点や、子ど
もの障害に合ったところを選ぶこと、学校で環境
を整えるためにどのように伝えればよいかなどを
アドバイスするようにしている。
　また、幼児期の相談では生活習慣が自立できて
いるかどうか、といったことが就学に関連して重
要なポイントとなっている。

【高浜市こども発達センター】
　2011年に子どもの相談窓口として「こども発
達センター」（保健福祉グループの管轄）が設置
された。教育委員会の就学相談もあるが、ここで
も就学に関する相談支援を行っている。一般の相
談の内容に就学に関する相談が含まれることや、
教育委員会の就学相談をセンターを会場にして行
うこともある。
　相談等をコーディネートしている専任の保健師
に聞き取り調査を実施した。その結果、5歳児健
診とその事後フォローを継続的に実施するシステ
ムがあり、保健センター、幼稚園・保育所と小学
校等の連携がうまくできていることがわかった。

1．現在の相談状況と支援システムの概況

〈相談体制及び相談状況〉
　センターでは 18歳までの子どもの相談支援を
対象としており、保健師による育児相談、専門職
（臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士・医師）
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による相談支援（週 2、3回）を行っており、セ
ンター内の専門家同士で各相談に関する情報交換
も適宜行っている。
　5歳児健診（受診率約 95％）もセンターの専門
職や小学校教員も参加して、同じフロアにある保
健センターで小学校区ごとに実施し、その場で就
学の相談になることもある。事後フォローとして
は、健診後に保護者の了解のもと、専門家による
園訪問を行い保育等支援の検討を行っている。ま
た、コミュニケーションを苦手とする年長児とそ
の家族に対しては、5歳児健診事後教室「フレン
ズ教室」（ソーシャルスキルトレーニングとノー
バディーズパーフェクトプログラム）を小集団で
1クール 8回実施している。
　センターでは専任の保健師（保健センター兼
務）が相談等のコーディネートを行っており、教
育分野から特別支援教育メインコーディネーター
（2006年から市に 1人配置）が週 1回センターに
来る。幼稚園・保育園の特別支援の担当者も不定
期にセンターに来て打ち合わせしている。また、
月 1回以上「つなぐ委員会」があり、教育、保育、
福祉、保健部門に所属する者が自分の課だけでは
解決できない課題を抽出して、解決に向けた研修
計画と支援体制づくりを検討している。
　相談の全体の件数は、年間のべ約 800～1000件
である。

〈相談者の特徴と相談経路、相談の流れ〉
　相談経路としては、1歳半健診や 3歳児健診を
保健センターで行った後にフォローが必要な子ど
もがこども発達センターに紹介されて来たり、5
歳児健診後に相談支援したりしている。幼稚園・
保育園からの紹介もある。相談は、母子で来所す
ることが多く、子どもの様子を見ながら保護者と
面談できる部屋がある。また、ダウン症や発達障
害の診断を受けていてもリハビリを受けていない
場合はセンターで支援を受けることもある。
　子どもの不器用さなどの発達の特徴について、
保護者が困り感をもつことが多いので、感覚統合
の検査なども行い、身体を動かすような練習を小

学校 3、4年生まで継続して支援するケースもあ
る。特別支援学級や特別支援学校に入った子ども
については、なるべく支援を終了するようにし、
通常学級に在籍している子どもを優先して支援を
継続している。センターでの支援を終了する時は、
残った子どもの課題を小学校へ伝えるようにして
いる。

〈支援ファイルの活用〉
　市がデーターベースとして管理しており乳幼児
期から中学校卒業後までつながっていく支援ファ
イル（個人カルテ）によって、いつ、相談・療育
を受けたかの記録は残っているので伝わりやす
い。支援の内容は細かくは書かれていないが、問
い合わせることはできる。

2．相談の中での難しさと連携について

　入学先として特別支援学校にするか地元の学校
にするかなど選択する際に、子どもの実態と保護
者の認識のギャップがある場合や、学校側のとら
え方とセンター側のとらえ方、保護者のとらえ方
が違うことがあり、迷うこともある。
　しかし、毎月 1回、幼稚園・保育園の担当者、
特別支援教育コーディネーター、センターの保健
師の 3人で情報交換をしている。難しいケースに
ついては、センターの相談支援事業の一つとし
て、発達支援を必要とする児とその家族を支援す
る関係機関が集まって、月 1回程度ケース検討会
を行っている。このように、相談担当者一人で悩
むことなく、ケースの情報交換や支援の検討など
について、連携ができるしくみがある。月 1回相
談のために来る医師にも、専門職が相談すること
ができる。　
　また、5歳児健診のフォロー後の状況を保護者
の了承を得て学校に伝えるのだが、特別支援教育
コーディネーターには情報を伝えてあるが、就学
相談の担当やその他の先生などにうまく情報が伝
わっていなかったり、異動によって学校に経験が
積み重ねられていかなかったりすることがある。
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教員の転勤や担当者の交替などにより、どの時期
に誰に伝えるのがよいか配慮している。
　このような問題を解消するためには、研修を実
施し、共通認識を広げていくことが有効である。
発達障がいへの周知と支援者の人材育成を図る市
民向け講座（年 4～5回）の計画を作成し運営す
る「連続研修委員会」が毎月 1回開かれ、教育、
保育、福祉、保健部門の担当者が顔を合わせて話
し合うことによって、連携が深まるとともに研修
の場にもなっている。
　それまでも、私立を含めた幼稚園と保育園が子
ども育成グループの管轄となり、専門職と主任保
育士、特別支援教育メインコーディネーターとで
チームをつくり、学区ごとに幼稚園・保育園・小学
校・（2016年度から中学校も）を年 2回巡回して
きたので、連携はできていたが、センターができ
て、小学校とのつながりがいっそう深まったとい
う。2017年 1月から小中学校を管轄する学校経
営グループが、センターと同じフロアに移転して
くるので、より気軽に声を掛け合えるようになる。

3．相談の中での配慮事項および保護者や本
人に伝えている内容

　相談にあたっては、保護者の相談しやすさや安
心感に配慮している。親が子どもについて困り感
をもっているところから入ると支援が受け入れら
れやすいので、運動系の不器用さなどをきっかけ
に、センターの臨床心理士を紹介し発達検査を受
けてもらったりして支援につなげている。
　また、センターは子ども連れで話しやすい施設
になっているので、就学相談を、センターの方に
教育委員会の先生が出張してきて行うこともあ
る。就学先の選択にあたって、学校見学に行く場
合は、幼稚園や保育園の先生が同伴してくれるこ
とも多い。
　就学先について悩む保護者も多いが、保健師は
基本的には子どもが学校に楽しく行けることを大
事にして話をしている。5歳児健診事後フォロー
の教室があるので、ソーシャルスキルトレーニン

グでは、子どもたちの生活を豊かにし、就学への
意欲や自信につなげていこうとしている。保護者
には、ノーバディーズパーフェクトプログラムの
講座を通してエンパワーメントしているといえ
る。幼稚園・保育園からもこども発達センターを
紹介してくれるが、すぐにつながらなくても、相
談できる場があることを知ってもらうことは大事
なことと考えている。

4．その他の連携

　児童の福祉サービスは、市内に就学前の発達支
援サービス事業所、就学後の放課後等デイサービ
スと日中一時支援などがある。このような福祉
サービスの利用については、こども発達センター
が事務局になり、社会福祉協議会の障害者相談支
援事業職員、主任保育士 [特別支援担当 ]、教育
委員会（特別支援教育メインコーディネーター）
等で、情報交換やケース検討を月 2回行っている。

考察

　聞き取り調査の結果、就学相談において保護者
に伝えている内容や配慮事項は、いずれの機関で
も概ね「子どもが楽しく、一番充実できる場所は
どこか」「特別支援学校、もしくは特別支援学級
と通常学級の両者を実際に見て体験して、確かめ
ること」「保護者の受容や安心感」を重視してい
るという点で共通点がみられた。一方、相談の中
身や他機関との連携体制、相談の中で難しいと感
じる事柄は、地域ないし相談機関によって異なる
ことがわかってきた。特に、就学相談後のフォロー
体制をどのように構築していくかは重要な課題の
一つであろう。今後は、自治体レベルの聞き取り
調査を引き続き実施する中で、地域の資源を有効
に活用して就学相談のフォロー体制を構築してい
る事例を中心に検討する必要がある。また、今回
は、相談される側を対象にしたが、相談する側で
ある保護者の視点からみた就学移行相談の課題に
ついても調査を進める必要があるだろう。


